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● お子様の人数・年齢の確認のためお子様の健康保険証または母子手帳または住民票と扶養者の健康保険証または運転免許証をお持ちください。

● 子ども手当ての振込口座がJA愛知北の口座を指定いただいている場合は、その受取口座をお持ちください。

● 子育て応援定期積金および子育て応援定期貯金の契約は1人1店舗、扶養者のうち１名での取扱いとなります。

● お子様の人数が２人以上の方で上乗せとなる場合は、当JAに「子ども手当」を振込指定していただいている方に限ります。

● 出生予定のお子様の場合は、当JA所定の子ども手当て受付予約書をご記入いただき上記の金利上乗せをいたします。

●

●

●

●

     店頭表示利率　+　年0.10％上乗せ

店頭に商品概要説明書をご用意しています。

詳しくはＪＡ窓口に
お問い合わせください。

     店頭表示利回り　+　年0.10％上乗せ

子育て応援定期積金の店頭表示利回りはスーパー積金の利回りを、子育て応援定期貯金の店頭表示利率はスーパー定期の利率を適用いたします。

子育て応援定期積金はスーパー積金で、子育て応援定期貯金はスーパー定期で取り扱います。

ＪＡとお取引きのない方も一度ご相談ください。

照会先

ＵＲＬ

金利環境等の変化により、商品内容を変更したり、取扱いを中止することがあります。

Ｔｅｌ：0587-55-2279
http://www.aichi-ja.or.jp/aichikita/

適用利回り

ご契約金額

・定型方式の場合　：　　　　1年、2年、3年

・期日指定方式の場合　：　1年超3年未満

お預入れ金額

10万円以上500万円以下

適用利率

1年、2年、3年、4年、5年

20万円以上

ご契約期間 お預入れ期間

ＪＡ愛知北

当JAに「子ども手当」を振込指定していただ
いている方には

店頭表示利回り　+　年0.10％上乗せ

扶養されている18歳未満のお子様（出産予定
のお子様も含みます。）が２人以上の方には

店頭表示利回り　+　年0.05％上乗せ

当JAに「子ども手当」を振込指定していただ
いている方には

店頭表示利率　+　年0.10％上乗せ

扶養されている18歳未満のお子様（出産予定
のお子様も含みます。）が２人以上の方には

店頭表示利率　+　年0.05％上乗せ

さらに!

さらに!!

さらに!

さらに!!



ご契約時点で、１８歳未満のお子様（出産予定のお子様も含みます。）がいらっしゃる親または扶養者とします。

１年、２年、３年、４年および５年とします。

掛込方法 契約期間内で掛金を分割掛け込みとし、原則として口座振替扱いとします。

掛込間隔 毎月または４か月のいずれかとします。

掛込金額 １回当たり１，０００円以上とします。

掛込単位 １，０００円単位とします。

満期日以後に一括して支払います。

２０万円以上とします。

適用利回り 契約時の年利回りを満期日まで適用します。

支払頻度 満期日以後に一括して支払います。

計算方法 計算単位を１円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。

税　  　金 ２０％（国税１５％、地方税５％）の分離課税となります。

利回り情報の入手方法 利回りについては、窓口にお問い合わせください。

　－

・ 普通貯金等からの自動振替による掛込みができます。

・ １回当たりの受入金額は、年２回の増額ができます。

満期日前に解約する場合は、初回掛込日から解約日までの期間により、当ＪＡ所定の中途解約利率（小数点第３位以下切捨て）により計算した利息相当
額とともに払い戻します。

保護対象

・ 掛込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または当初契約時の店頭表示の年利回り（年３６５日の日割計算）の割合
による遅延損害金をいただきます。

・ 満期日以後の利息は、解約日における普通貯金利率により計算します。

ご契約時点で、１８歳未満のお子様（出産予定のお子様も含みます。）がいらっしゃる親または扶養者とします。

・ 定型方式
スーパー定期（単利型）は１年、２年および３年の期間とし、スーパー定期（複利型）は３年の期間とします。

・ 期日指定方式
スーパー定期（単利型）の１年超３年未満の期間とします。

預入方法 一括預入れとします。

預入金額 １０万円以上５００万円以下とします。

預入単位 １円単位とします。

満期日以後に一括して払い戻します。

適用金利
預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、預入期間および預入金額に応じた自動継続時におけるスーパー定期の店頭表示利
率で適用します。

・ 単利型の場合は、預入期間２年未満のものは満期日以後に一括して支払います。預入期間２年以上のものは、中間利払日（預入日から満期日の１年前
の応当日までの間に到来する預入日の１年毎の応当日）以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率（約定利率×７０％。小
数点第４位以下切捨て）により計算します。

・ 複利型の場合は、満期日以後に一括して支払います。

・ 単利型の場合は、付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算とします。

・ 複利型の場合は、付利単位を１円とし、１年を３６５日とする半年複利・日割計算とします。

税　  　金 ２０％（国税１５％、地方税５％）の分離課税となります。

金利情報の入手方法 金利については、窓口にお問い合わせください。

　－

・ 自動継続扱いのものは、総合口座の担保とすることができます。（貸越利率は担保定期貯金の約定利率に0.5％を上乗せした利率）

・ 預入期間２年のものは、中間払利息を定期貯金とすることができます。

・ マル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができます。

・ 満期日前に解約する場合、その利息は、預入期間および預入日から解約日までの期間に応じて、当ＪＡ所定の中途解約利率（小数点第４位以下切捨て）
により計算し、元金とともに支払います。

・ スーパー定期（単利型）で中間払利息が支払われている場合には、その利息額（支払済の利息合計額）と中途解約利率により計算した利息額との差額を
精算します。

保護対象

満期日以後の利率は、JA愛知北の店頭利率にて継続となりますので、対象のお子さまがおみえの場合は、満期日以降に書換継続の手続きにて上乗せ
利率となります。
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子育て応援定期貯金　（愛称：ファミリー定期（ほほえみ））

子育て応援定期積金　（愛称：ファミリー積金（ほほえみ））

（平成２２年６月１日現在）

（平成２２年６月１日現在）

ＪＡ愛知北
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